
法 務 省 民 商 第 １ ２ 号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

法 務 局 長 殿

地方法務局長 殿

法務省民事局商事課長

（ 公 印 省 略 ）

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第１３条第１項の

裁定等に係る補償金の供託に関する手続について（依命通知）

標記の手続について，別紙１のとおり国土交通省土地・建設産業局長から民

事局長宛て照会があり，別紙２のとおり回答がされましたので，この旨貴管下

供託官に周知方お取り計らい願います。
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